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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電線が配線された配線領域を有するシート状部材からなる封印具によって封印対象物
を封印し、該導電線の断線の有無により封印が解かれたか否かを判定可能とする、封印具
による封印方法であって、
　前記封印対象物を前記配線領域によって覆うよう前記配線領域どうしを貼り合わせ、そ
の際に、前記配線領域の少なくとも一部を含んだ接合領域を当該接合領域内の位置につい
て不均一な接合力にて前記配線領域どうしを貼り合わせて封印することを特徴とする封印
具による封印方法。
【請求項２】
　導電線が配線された配線領域を有するシート状部材からなる封印具によって封印対象物
を封印し、該導電線の断線の有無により封印が解かれたか否かを判定可能とする、封印具
による封印方法であって、
　前記封印対象物を前記配線領域によって覆うよう前記配線領域どうしを貼り合わせ、そ
の際に、前記シート状部材の縁から前記導電線が配線されていない余白領域より内側を折
り返しラインとして前記配線領域どうしが重なるように二回以上折り重ねることを含んで
貼り合わせて封印することを特徴とする封印具による封印方法。
【請求項３】
　導電線が配線された配線領域を有するシート状部材を貼り合わせて封印対象物を封印し
、該導電線の断線の有無により封印が解かれたか否かを判定可能とする封印具であって、
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　前記封印対象物を前記配線領域によって覆うよう前記配線領域どうしを貼り合わせ可能
な該配線領域上の位置に接着部材が付され、
　前記接着部材は、前記配線領域の少なくとも一部を含んだ接合領域を当該接合領域内の
位置について不均一な接合力にて前記配線領域どうしが貼り合わされるように付されてい
ることを特徴とする封印具。
【請求項４】
　導電線が配線された配線領域を有するシート状部材を貼り合わせて封印対象物を封印し
、該導電線の断線の有無により封印が解かれたか否かを判定可能とする封印具であって、
　前記封印対象物を前記配線領域によって覆うよう前記配線領域どうしを貼り合わせ可能
な該配線領域上の位置に接着部材が付され、
　縁から前記導電線が配線されていない余白領域の幅の２倍より内側の領域であって、前
記シート状部材を筒状にしたときの開口部の表面側の領域に前記接着部材を付した接合領
域が設けられていることを特徴とする封印具。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品を封印するための封印具及びそれを用いた封印方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スポーツ大会やコンサート等の大規模イベントにおいては、テロなどの危険を防止する
ために入場者に対してＸ線撮像装置等を用いた手荷物検査及び金属探知器等を用いた装着
品検査を行うことが望まれている。しかしながら、大規模イベントにおける多数の入場者
に対し、会場入口にて手荷物検査と装着品検査の両方を実施すると混雑や混乱の原因とな
る。
【０００３】
　そこで、最寄り駅周辺で手荷物検査を行い、会場入り口で装着品検査を行う等、異なる
地点で検査を行うことで混雑を分散させて円滑に入場者チェックを行う運用が考えられる
。この場合、手荷物検査の実施場所と装着品検査の実施場所が離れているため、その間に
検査済みの手荷物の中に危険物が入れられるおそれがある。そのようなことがないように
、封印具を用いて検査済みの手荷物を封印する必要がある。またこの封印具には、多様な
形状の封印対象物に対応すべく柔軟性を有すること、多数の入場者に適用すべく安価であ
ることが要求される。そのため、袋などシートからなる封印具とすることが望ましい。
【０００４】
　従前より、物品を袋に入れ、その袋の口を粘着テープやバンドで封印する方法が提案さ
れている。例えば、袋の口に開封後に再密閉することが困難な特殊な粘着層を設けること
が提案されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１４４５６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来技術においては、袋の口の細工しか考慮されておらず、袋の口以外
を切って袋の中に危険物を入れた後に巧妙に切り口を塞がれた場合には、そのことを発見
することが困難になるおそれがあった。そこで、袋の全体を覆うように例えば導電線を張
り巡らすなどの対策を施すことで、袋が切られたことなどを検出することが考えられる。
しかしながら、袋を形成する前のシートの製造上の都合などから、シートの全面に亘り導
電線を張り巡らすことが難しく、例えばシートの縁部において導電線が配線されない余白
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ができてしまう。したがって、封印対象物を包んだシートの余白が切られるなどして封印
が解かれた場合、それを検出することができないという問題が生じる。
【０００７】
　そこで、本発明は、余白を有するシートを用いて封印対象物を封印した場合に、封印が
解除されたことをより確実に検出することができる封印具及びそれを用いた封印方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の１つの態様は、導電線が配線された配線領域を有するシート状部材からなる封
印具によって封印対象物を封印し、該導電線の断線の有無により封印が解かれたか否かを
判定可能とする、封印具による封印方法であって、前記封印対象物を前記配線領域によっ
て覆うよう前記配線領域どうしを貼り合わせて封印する封印具による封印方法である。
　これにより、シート状部材の縁など配線領域の外側に生じてしまう導電線が配線されて
いない余白がセキュリティホールとなることを防止できる。
【０００９】
　ここで、所定の接合領域を当該接合領域内の位置について不均一な接合力にて前記配線
領域どうしを貼り合わせて封印することが好適である。
【００１０】
　また、前記配線領域どうしを重ねた箇所を二回以上折り重ねた上で貼り合わせて封印す
ることが好適である。
【００１１】
　本発明の別の態様は、導電線が配線された配線領域を有するシート状部材を貼り合わせ
て封印対象物を封印し、該導電線の断線の有無により封印が解かれたか否かを判定可能と
する封印具であって、前記封印対象物を前記配線領域によって覆うよう前記配線領域どう
しを貼り合わせ可能な該配線領域上の位置に接着部材が付されている封印具である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、余白を有するシートを用いて封印対象物を封印しても、封印が解除さ
れたことを確実に検出することができる封印具及びそれを用いた封印方法を実現すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態における封印具の組立図である。
【図２】本発明の実施の形態における封印具の展開図である。
【図３】本発明の実施の形態における断線検知装置を説明する図である。
【図４】本発明の実施の形態における封印具を用いた封印方法を説明する図である。
【図５】従来の封印方法を用いた場合における封印が破られる例を説明する図である。
【図６】本発明の実施の形態における封印具の表面の接合領域を示す図である。
【図７】従来の封印方法を用いた場合における封印が破られる例を説明する図である。
【図８】本発明の実施の形態における封印具の表面の接合領域の別例を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態における封印具を用いた封印方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施の形態における封印具１００は、図１の組立図及び図２の展開図に示すよ
うに、シート１０、導電線パターン１２、接点１４及び断線検知装置１６を含んで構成さ
れる。
【００１５】
　封印具１００は、手荷物検査後に開封検知の為の導電線パターン１２を配したシート１
０に導電線パターン１２の断線を検知するための断線検知装置１６を接点１４に接続した
又は接続可能にした構成を備える。封印対象物となる手荷物等はシート１０に包み込まれ
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て封印される。封印対象物は、イベント等の会場への入場者が所有する手提げ鞄やリュッ
クサック等の手荷物であって、検査員によるＸ線検査や目視検査を通過した物とすること
ができる。そして、会場への入場時の装着品検査時に、導電線パターン１２が断線されて
いるか否かを判定することでその封印が有効であるかを確認する仕組みを用いることでセ
キュリティを確保する。
【００１６】
　シート１０は、柔軟性のある素材で構成される。シート１０は、ポリエチレン等のプラ
スチックや紙等の柔軟性の有する素材で構成することが好適である。また、後述する導電
線パターン１２が絶縁体で覆われている場合には、シート１０を金属箔の導電性素材で構
成してもよい。本実施形態においては、シート１０は長方形形状となっているが、封印対
象物を好適に封印できる限りにおいてシート１０の形状は他の形状であってもよい。
【００１７】
　シート１０は積層構造を有しており、シート１０の表面を保護する表面層（コーティン
グ層）、導電線パターン１２を有する導電層、母材を形成する袋地層、及び導電性の層ど
うしが後述の貫通ビアや接点以外で接しないように絶縁する絶縁層などを含んでいる。
【００１８】
　シート１０には、切断されることによって電気的な特性（例えば、接点１４間の抵抗値
）が変化する導電線パターン１２が配線される。導電線パターン１２は、例えば、銅線等
の金属線をシート１０の表面に張り巡らされるように印刷して構成することができる。導
電線パターン１２は、シート１０の縁の余白領域Ｍ（図２中、ハッチングで示す）を除い
てほぼ全面に配線される。
【００１９】
　本実施の形態では、導電線パターン１２は、１本の導電線を連続的に配線し、当該導電
線が切断されることによって回路が断線するようなパターンとする。ただし、これに限定
されるものではなく、導電線パターン１２の全部又は一部において２本の導電線を並列に
配線し、当該導電線の一本が切断されることによって回路の抵抗値が変化するようなパタ
ーンとしてもよい。
【００２０】
　また、導電線パターン１２は、封印対象物を封印した後にシート１０の一部を切断等し
て異物を挿入しようとしたときに切断されるようなパターンとする。具体的には、図２に
示すように、シート１０の表面にＸ方向に折り返した導電線パターン１２ａを配線し、シ
ート１０の裏面にＹ方向に折り返した導電線パターン１２ｂを配線して、導電線パターン
１２ａと導電線パターン１２ｂとを貫通ビア１２ｃ，１２ｄを介して電気的に接続するこ
とが好適である。図１では、導電線パターン１２の全体のパターンを明確に示すために、
反対側の面に配線されたパターンを破線で示している。すなわち、シート１０の表面側又
は裏面側からみると縦横に交差する格子状の導電線パターン１２とすることが好適である
。
【００２１】
　なお、導電線パターン１２を覆うようにシート１０に絶縁性の表面層（コーティング層
）を設けてもよい。この場合、表面層、導電線パターン１２ａ、シート１０、導電線パタ
ーン１２ｂ及び表面層が積層された構造となる。
【００２２】
　なお、導電線パターン１２は、直交する格子状パターンに限定されるものではなく、シ
ート１０に対して一方向に沿って切れ目を入れられ難いパターンとすればよい。また、導
電線パターン１２の線間幅は、シート１０に切れ目を入れて封印を破って入れられる異物
の想定される大きさより小さくすることが好適である。
【００２３】
　導電線パターン１２の端部には接点１４が設けられる。接点１４は、断線検知装置１６
を接続するために用いられる。
【００２４】



(5) JP 6735128 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

　断線検知装置１６は、導電線パターン１２の断線を検知する装置である。断線検知装置
１６は、図３に示すように、接点１６ａを有し、接点１６ａに接続された電気回路の電気
的特性の変化を検出する。接点１６ａを介して導電線パターン１２の接点１４に接続され
る。断線検知装置１６は、例えば図３に示すように、接点１６ａの周囲に接着面Ａを形成
し、接点１６ａが接点１４に押しつけられるようにシート１０に接着される。
【００２５】
　断線検知装置１６は、導電線パターン１２の断線が生じた際にはその状態を検出してブ
ザー鳴動や無線ビーコンの発信等の仕組みにより周囲や検査官に断線を伝える。また、断
線検知装置１６は、導電線パターン１２の断線を検知して無線又は有線で外部に送信する
構成としてもよい。これにより、封印具１００の封印が不正に破られたことを知らせるこ
とができる。また、断線検知装置１６は、導電線パターン１２の断線を内蔵又は外部のメ
モリに記憶させる構成としてもよい。これにより、封印具１００の封印が不正に破られた
後に断線した導電線パターン１２をさらに不正に電気的に接続する等された場合であって
も封印が一旦破られたことを検知することができる。
【００２６】
　なお、本実施の形態では、断線検知装置１６は、シート１０に接着して一体化させるこ
とで周囲に状態変化を通知する態様としたが、検査を行う検査員が携帯する携帯型として
、検査時にのみ接点１４に接点１６ａを接触させて検知する態様としてもよい。
【００２７】
　以下、図４を参照して、本実施の形態における封印具１００を用いた封印方法について
説明する。本実施の形態では、導電線パターン１２が配線されているシート１０の縁の余
白領域Ｍを考慮して、封印対象物を封印した状態において封印対象物を導電線パターン１
２によって覆うように導電線パターン１２どうしを貼り合わせて封印する。
【００２８】
　ステップＳ１では、筒状にしたシート１０に封印対象物２００を収納する。図２に示し
たシート１０の例では、谷折りラインＬ１，Ｌ２において折り返して端部同士を接合（接
着や溶着）することによって筒状にする。このとき、シート１０の両側の縁の余白領域Ｍ
同士が重ならず、一方の余白領域Ｍに他方の導電線パターン１２が重なり、更に導電線パ
ターン１２どうしが重なる領域を設けるように接合することが好適である。そして、筒状
にしたシート１０に封印対象物２００を収納する。
【００２９】
　ステップＳ２では、筒状にされたシート１０の開口部の一方を封印する。このとき、破
線で示している封印対象物２００を収納した状態において導電線パターン１２が封印具１
００の端部Ｘ１を跨ぎ、導電線パターン１２どうしが重なり合うように封印具１００の縁
を折り重ねて封印する。図２に示したシート１０では、例えば、山折りラインＬ３，Ｌ４
において縁を二回折り返して接合（接着や溶着）する。
【００３０】
　ステップＳ３では、筒状にされたシート１０の開口部の他方を封印する。このとき、ス
テップＳ２と同様に、封印対象物２００を収納した状態において導電線パターン１２が封
印具１００の端部Ｘ２を跨ぎ、導電線パターン１２どうしが重なり合うように封印具１０
０の縁を折り重ねて封印する。図２に示したシート１０では、例えば、山折りラインＬ５
，Ｌ６において縁を二回折り返して接合（接着や溶着）する。
【００３１】
　本実施の形態における封印具１００及びそれを用いた封印方法によれば、封印後の封印
具１００に対して異物を入れたり、封印対象物に対して細工したりするためには封印後の
封印具１００の何れかの箇所において導電線パターン１２を断線させる必要があり、これ
を電気的に検出することにより不正な行為が検知可能である。
【００３２】
　仮に、封印具１００の縁の余白領域Ｍを考慮せず、図５（ａ）に示すように導電線パタ
ーン１２どうしを重ね合わせることなく封印具１００の縁を折り重ねて封印した場合、図
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５（ｂ）に示すように、余白領域Ｍを悪用されて導電線パターン１２を断線させることな
く封印具１００が開封され、封印具１００内に異物を入れたり、封印対象物に対して細工
したりすることが可能であった。したがって、このような不正が行われた場合も導電線パ
ターン１２の電気的特性の変化から当該不正を検知することができなかった。
【００３３】
　これに対して、本実施の形態によれば、封印具１００の縁の余白領域Ｍを利用して封印
後の封印具１００内に異物を入れたり、封印対象物に対して細工したりすることが困難と
なり、これらの不正行為を効果的に抑制することができる。
【００３４】
　なお、封印具１００には、縁の余白領域Ｍの幅を考慮して接合領域を設けておくことが
好適である。
【００３５】
　例えば、図６に示すように、シート１０を筒状にしたときの開口部に当たる縁の余白領
域Ｍの幅ｄの２倍より内側に接着剤や接着テープなど接着部材を付した接合領域Ｂを、シ
ート１０の表面側に設けることが好適である。これにより、シート１０を筒状にした状態
で開口部を一回だけ折り返して封印する場合、縁から余白領域Ｍの幅ｄより内側を折り返
しラインとして折り返さない限り封印具１００の縁が接合領域Ｂに届かなくなる。したが
って、封印する者は縁から余白領域Ｍの幅ｄより内側を折り返しラインとして折り返すよ
うに誘導され、封印後の封印具１００において導電線パターン１２どうしが重なり合うよ
うに封印される。
【００３６】
　ちなみに、シート１０を筒状にした状態で開口部を一回だけ折り返して封印した場合、
図７に示すように、開口部が露出、すなわち縁が表に見えているため、導電線パターン１
２を断線させることなく巧妙に開口部の内側の接着部材へ切り込み等を入れて封印具１０
０内に異物を入れられたり、封印対象物に対して細工されたりするおそれがある。そのた
め、図４に示したように、シート１０を筒状にした状態で開口部を二回以上に折り返して
封印することが好適である。
【００３７】
　この場合、図８に示すように、シート１０を筒状にしたときの開口部に当たる縁の一辺
の半分以上に亘って接着剤や接着テープなど接着部材を付した接合領域Ｂを、シート１０
の表面側に設けることが好適である。これにより、図９に示すように、シート１０を筒状
にした状態で開口部を一回だけ折り返したときの接着面の反対側の面の少なくとも一部に
接合領域Ｂが露出することになる。したがって、封印する者はさらにもう一度折り返して
封印するように誘導され、封印具１００の縁を二回折り返した状態で導電線パターン１２
どうしが重なり合うように封印されることになる。
【００３８】
　なお、接合領域Ｂをこの接合領域内の位置について不均一な接合力にて貼り合わせるこ
とが好適である。例えば、接着剤を用いる場合は、接合領域内に接着剤を不均一に塗布し
、当該接合領域にて配線領域どうしを貼り合わせることで、接合領域内の位置について不
均一な接合力を発生させることができる。また例えば、接着テープを用いる場合は、接合
領域内に所定間隔おきに両面テープを貼り、或いは接着剤が不均一に塗布された両面テー
プを接合領域内に貼り、当該接合領域にて配線領域どうしを貼り合わせることで、接合領
域内の位置について不均一な接合力を発生させることができる。また例えば、ホットメル
ト等により溶着させる場合は、接合領域内を所定間隔おきに溶着して配線領域どうしを貼
り合わせることで、接合領域内の位置について不均一な接合力を発生させることができる
。これにより、接合領域Ｂを無理矢理剥がして封印を破ろうとした場合により強く接合さ
れている箇所に応力が集中する。そのため当該箇所において導電線パターン１２が剥離さ
れることによる導電線パターン１２の断線が生じ易くなり、不正行為をより確実に検知で
きる可能性が高まる。
【００３９】
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　また、導電線パターン１２を覆うようにコーティングする場合、接合領域において導電
線パターン１２を覆うコーティングは行わない、もしくは接合領域以外の領域を覆うコー
ティングよりも薄くすることが好適である。これにより、接合領域Ｂを無理矢理剥がして
封印を破ろうとした場合にコーティングに覆われていても導電線パターン１２がより剥離
され易くなり、不正行為をより確実に検知できる可能性が高まる。
【００４０】
　なお、シート１０の素材を布として、外周を絶縁体で被覆した導電性の繊維を縦横に格
子状に織り込んで導電線パターン１２を構成してもよい。この場合、導電性の繊維で端を
閉じることによってシート１０を袋状に形成し、導電性の繊維同士を接続することで閉回
路を形成してもよい。また、絶縁体で被覆された導電性の繊維によってシート１０自体を
形成してもよい。
【００４１】
　また、封印対象物を封印した上記封印具を持ち運ぶ際に導電線パターン１２が切断され
てしまうと、封印が破られたものとして誤検出されてしまうことになる。このような誤検
出を防止するために、当該封印具の持ち運ぶための持ち手を設けてもよい。持ち手は、シ
ート１０にストレスがかからないよう、封印対象物を封印した上記封印具を底から支える
ようなものであるのが好ましい。
【００４２】
　以上、本発明に係る実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限られるものでは
なく、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００４３】
　１０　シート、１２（１２ａ，１２ｂ）　導電線パターン、１２ｃ，１２ｄ　貫通ビア
、１４　接点、１６　断線検知装置、１６ａ　接点、１００　封印具、２００　封印対象
物。
【図１】 【図２】
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